
（単位：億円）

R3 R2 増減
【資産の部】 27,546 27,077 469
　固定資産 25,393 24,934 459

有形固定資産 21,039 21,178 △ 139
事業用資産 6,575 6,654 △ 79
インフラ資産 14,290 14,357 △ 67
物品 174 167 7

無形固定資産 2 2 0
投資その他の資産 4,353 3,754 599

投資及び出資金 1,616 1,608 8
投資損失引当金 △ 83 △ 83 0
長期延滞債権 75 330 △ 255
長期貸付金 820 909 △ 89
基金 1,931 1,257 674
徴収不能引当金 △ 6 △ 268 262

　流動資産 2,153 2,143 10
現金預金 431 493 △ 62
未収金 19 30 △ 11
短期貸付金 92 103 △ 11
基金 883 779 104
棚卸資産 730 742 △ 12
徴収不能引当金 △ 2 △ 3 1

【負債の部】 25,269 24,899 370
　固定負債 22,516 22,399 117

地方債 19,988 19,930 58
長期未払金 1 1 0
退職手当引当金 2,518 2,459 59
損失補償等引当金 8 8 0

  流動負債 2,753 2,501 252
2,502 2,243 259

未払金 -           -           -           
賞与等引当金 184 198 △ 14
預り金 68 59 9

【純資産の部】 2,277 2,177 100
【負債・純資産合計】 27,546 27,077 469

１年内償還予定地方債

科目名

 
 
 
○貸借対照表について 
 

 

 

 

 

Ｑ１ 県の資産にはどのようなものがありますか。 

令和３年度末の県の資産合計は、２兆 7,546 億円となっています。 

 このうち約８割が有形固定資産であり、内訳として、行政庁舎や県立学校などの公共施設等（事業用資

産）が 6,575 億円、道路や橋、港湾施設等のインフラ施設（インフラ資産）が１兆 4,290 億円となっていま

す。 

 また、流動資産は 2,153 億円となっています。 

Ｑ２ 有形固定資産はどうして昨年度に比べて減少してしまっているのでしょうか？ 

県では、資産形成に結びつく道路や橋などのインフラ整備や長寿命化のための改修工事等を実施しており

ます。 

一方で、建物や道路、橋などは時間の経過や利用に伴って老朽化しており、この老朽化に伴う資産価値の

減少分を、「減価償却費」として資産額の内訳に計上しております。そのため、新たに整備した資産額より

も、既に保有している資産の残高が減った額（減価償却費分）が大きいため、有形固定資産が減少していま

す。 

Ｑ３ 資産に対する純資産の割合が小さい気がしますが、どうしてでしょうか？ 

純資産とは、資産額から負債額を差し引いた差額であり、資産のうち、将来世代が負う負債に対し、これ

までの世代の負担によって蓄積された、将来世代が利用可能な資産となります。 

資産に対して負債の規模が大きい場合、純資産の割合が小さくなりますが、負債額には、地方交付税の代

替である「臨時財政対策債」が含まれております。 

この「臨時財政対策債」は、その償還費用が後年度に地方交付税で措置されますが、一般的に「臨時財政

対策債」の残高は増加傾向にあるため、負債の規模が大きくなりやすい一因となっています。 

財務書類のＱ＆Ａ 

長寿命化とは・・安全性を確保しながら施設をより長く使用するため、計画的に修繕を行うこと 

臨時財政対策債とは・・本来地方交付税として交付されるべき額の一部を、肩代わりして発行する地方債 



（単位：億円）

R3 R2 増減
経常費用（A） 10,600 9,939 661

業務費用 6,161 5,681 480
人件費 3,246 3,132 114
物件費等 2,684 2,378 306

物件費 1,438 1,147 291
維持補修費 682 688 △ 6
減価償却費 564 543 21

その他の業務費用 231 171 60
移転費用 4,440 4,259 181

補助金等 3,989 3,842 147
他会計への繰出金 249 250 △ 1
その他 202 167 35

経常収益（B） 433 374 59
使用料及び手数料 166 170 △ 4
その他 267 204 63

10,167 9,566 601
臨時損失（D） 11 74 △ 63
臨時利益（E） 1 1 0
純行政コスト（C+D-E） 10,178 9,638 540

科目名

純経常行政コスト（A-B）（C）

（単位：億円）

R3 R2 増減
①前年度末純資産残高 2,177 2,250 △ 73
　 ②純行政コスト（△） △ 10,178 △ 9,638 △ 540

③財源 10,294 9,557 737
　税収等 7,329 6,797 532
　国県等補助金 2,965 2,760 205

④本年度差額（②+③） 117 △ 81 198
　⑤資産評価差額 -           1 △ 1
　⑥無償所管換等 △ 12 8 △ 20
　⑦その他 △ 5 △ 1 △ 4
⑧本年度純資産変動額（④+⑤+⑥+⑦） 100 △ 73 173
⑨本年度末純資産残高（①+⑧） 2,277 2,177 100

科目名

○行政コスト計算書について 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ４ 純行政コストが１兆円以上もあって、収益に対してコ

ストが大きいのではないでしょうか？ 

純行政コストは、人件費や補助金、社会保障給付といった

資産形成に結びつかない行政サービスの費用と、その直接の

対価である使用料や手数料収入などの収益との差引を計上し

ており、地方公共団体の主な収入である税収や地方交付税等

は含まれていないことから、基本的にコストの方が大きくな

ります。 

なお、収益で賄えないコストは、純資産変動計算書で内訳

を記載しており、税収や補助金等収入で賄われたことを示し

ています。 

○純資産変動計算書について 

 

  

 

 

 

 

 

 Ｑ５ 純資産が増えたり減ったり

することには、どのような意

味があるのでしょうか？ 

 本年度純資産変動額が増加する

ことは、現世代の負担により、将

来世代が利用可能な資産が蓄積さ

れたことを意味し、逆に減少する

ことは、現世代が資産を消費した

ことや、資産の蓄積以上の新たな

負債を将来世代が負ったことを意

味します。 

Ｑ６ 純資産変動額がプラスとなったのはどうしてでしょうか？ 

令和３年度は、税収や補助金等の増加により、財源が純行政コストを上回ったため、純資産変動額が

100 億円となりました。これは、将来世代へ資産が蓄積されたことを示します。 

 また、純資産変動計算書においては、「臨時財政対策債」の発行による収入が税収等に計上されてお

らず、仮に、「臨時財政対策債」（R3：654 億円）を地方交付税として算定した場合の純資産変動額は

754 億円となり、行政コストを財源で賄えていると捉えることができます。 

ｐ 

地方交付税とは・・地方団体間における財政力の格差を解消するため、所得税や法人税、消費税など

の国税から、地方団体に対して交付される財源 


